
浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例の一部改正について

１ 改正の要旨

 優良産廃処理業者認定制度を推奨し、同制度の普及・促進を図るため、浜松市の優良認定を受

けた処分業者(以下「優良認定業者」)に対する優遇措置として、静岡県外で発生した産業廃棄物(以
下「県外産業廃棄物」)の処分を優良認定業者に委託する場合、浜松市産業廃棄物の適正な処理に
関する条例で義務付けている「県外産業廃棄物の搬入の事前協議(条例第 13条)」を免除すること
としました。

条例改正が優良認定取得を促すインセンティブの 1 つとなり、優良産廃処理業者の増加につな
がり、ひいては産業廃棄物の適正処理の推進を図ることを条例改正の目的としています。

２ 改正例規

 ・条例名：浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例

 ・公布日：平成 30年 3月 23日
 ・施行日：平成 30年 4月 1日

３ 改正内容

 県外産業廃棄物の処分を優良認定業者に委託する場合、条例に規定する事前協議を不要としま

す。

 平成 30 年 4 月 1 日以前に実施した事前協議については、当該事前協議に係る県外産業廃棄物
の処分を優良認定業者に委託する場合、平成 30年 4月 1日以後は、条例に規定する変更の協議、
変更の届出(条例第 14条)並びに搬入の状況の報告(条例第 16条)は不要とします。
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